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本
法
律
案
は
、
立
法
又
は
行
政
の
目
的
の
た
め
に
内
部
資
料
と
し
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
等
に
著
作
物
等
の
公
衆
送
信

等
を
可
能
と
す
る
措
置
、
著
作
物
等
の
利
用
の
可
否
に
係
る
著
作
権
者
等
の
意
思
が
確
認
で
き
な
い
場
合
の
著
作
物
等
の
利
用

に
関
す
る
裁
定
制
度
を
創
設
す
る
等
の
措
置
及
び
著
作
権
等
の
侵
害
に
対
す
る
損
害
賠
償
額
の
算
定
の
合
理
化
を
図
る
措
置
に

つ
い
て
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
著
作
物
等
は
、
立
法
又
は
行
政
の
目
的
の
た
め
に
内
部
資
料
と
し
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
等
に
は
、
そ
の
必
要
と
認

め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
当
該
内
部
資
料
の
利
用
者
間
で
公
衆
送
信
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
公
表
さ
れ
た
著
作
物
等
の
う
ち
、
著
作
権
等
管
理
事
業
者
に
よ
る
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
又
は
当
該
著
作
物
等
の
利

用
の
可
否
に
係
る
著
作
権
者
の
意
思
を
円
滑
に
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
公
表
が
さ
れ
て
い
る
も
の
の
い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
い
も
の
（
以
下
「
未
管
理
公
表
著
作
物
等
」
と
い
う
。
）
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
文
化
庁
長
官
が
定
め
る

措
置
を
と
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
未
管
理
公
表
著
作
物
等
の
利
用
の
可
否
に
係
る
著
作
権
者
の
意
思
が
確
認
で
き
な

か
っ
た
と
き
は
、
文
化
庁
長
官
の
裁
定
を
受
け
、
補
償
金
を
供
託
す
る
こ
と
に
よ
り
、
裁
定
に
お
い
て
定
め
る
期
間
に
限



二

り
、
当
該
未
管
理
公
表
著
作
物
等
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
文
化
庁
長
官
は
、
著
作
権
者
不
明
等
の
場
合
の
裁
定
及
び
二
の
裁
定
に
係
る
補
償
金
の
受
領
、
管
理
、
支
払
等
に
関
す
る

業
務
（
以
下
「
補
償
金
管
理
業
務
」
と
い
う
。
）
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
全
国

を
通
じ
て
一
個
に
限
り
、
補
償
金
管
理
業
務
を
行
う
者
（
以
下
「
指
定
補
償
金
管
理
機
関
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。
指
定
補
償
金
管
理
機
関
が
補
償
金
管
理
業
務
を
行
う
と
き
は
、
著
作
権
者
不
明
等
の
場
合
の

裁
定
及
び
二
の
裁
定
に
よ
り
供
託
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
補
償
金
は
、
指
定
補
償
金
管
理
機
関
に
支
払
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

四
、
文
化
庁
長
官
は
、
二
の
裁
定
及
び
補
償
金
の
額
の
決
定
に
係
る
事
務
の
う
ち
、
裁
定
の
申
請
受
付
に
関
す
る
事
務
、
裁
定

の
要
件
確
認
に
関
す
る
事
務
及
び
裁
定
に
係
る
通
常
の
使
用
料
相
当
額
の
算
出
に
関
す
る
事
務
を
、
そ
の
登
録
を
受
け
た
者

に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

五
、
著
作
権
等
の
侵
害
者
が
譲
渡
し
た
物
の
数
量
等
に
基
づ
く
損
害
額
の
算
定
に
つ
い
て
、
著
作
権
者
等
の
販
売
等
の
能
力
を

超
え
る
部
分
に
係
る
数
量
等
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
数
量
に
応
じ
た
著
作
権
等
の
行
使
に
つ
き
受
け
る
べ
き
金
銭
の
額

に
相
当
す
る
額
を
損
害
の
額
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

六
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
日
か
ら
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


